
◎情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の

向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル

社会形成基本法等の一部を改正する法律 
（令和六年六月七日法律第四六号）   

一、提案理由（令和六年四月二三日・衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形

成に関する特別委員会） 

○河野国務大臣 おはようございます。 

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の

簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案につ

きまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、デジタルによる手続完結に加え、行政機関等が円滑なデータ連携を行

い、手続において一度限りの情報提出とすること等の環境整備を行うことで、国民の利

便性向上と行政運営の簡素化、効率化を図ることを目的とするものであります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、デジタル社会形成基本法において、施策の策定に係る基本方針にデータの内

容を正確かつ最新に保つこと等のデータの品質の確保のための措置を講ずることを追加

するとともに、デジタル社会の形成に関する重点計画において定める事項にデータの品

質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を追加することとしております。 

 第二に、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律において、公的基礎情報

データベースの整備等の推進に係る措置を講ずるとともに、他の法令の規定により変更

届出を行わなければならない法人に係る名称等の登記事項について、行政機関等がデー

タ連携により入手した場合は、当該変更届出が行われたものとみなす旨の措置を講ずる

こととしております。 

 第三に、独立行政法人国立印刷局法及び情報処理の促進に関する法律において、公的

基礎情報データベースの整備等を効果的に推進するための体制整備として、独立行政法

人国立印刷局にデータの加工等の業務を、独立行政法人情報処理推進機構にデータの標

準化に係る基準の作成等の業務を追加した上で、関係業務の主務大臣に内閣総理大臣を

追加する措置を講ずることとしております。 

 第四に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

おいて、内閣総理大臣が特定個人情報を利用して事務処理を行う行政機関等に対し、当

該情報の正確性の確保のための必要な支援を行う旨の規定を定めることとしております。

また、個人番号カードについて、本人確認に係る機能を移動端末設備に搭載するための

措置を講ずるとともに、次期個人番号カードの導入に当たり、同カードの電磁的記録事

項として性別は残した上で、券面記載事項から性別を削除する等の措置を講ずることと

しております。 

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年三か月を超えない範囲内



において政令で定める日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長報告（令和

六年五月七日） 

○谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地域活性化・こども政

策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上

げます。 

 本案は、情報通信技術の活用により国民の利便性向上と行政運営の簡素化、効率化を

図るため、公的基礎情報データベースの整備等を推進するとともに、法人の登記事項が

変更された場合に他の法令による変更の届出を省略すること、次期個人番号カードの導

入に当たり、同カードの券面記載事項から性別を削除すること等の措置を講ずるもので

あります。 

 本案は、去る四月十九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委

員会に付託されました。 

 本委員会においては、二十三日、河野デジタル大臣から趣旨の説明を聴取した後、質

疑に入り、二十五日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしま

したところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年四月二五日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なき

を期すべきである。 

一 行政手続に係る国民の利便性向上を図るため、他の法令に基づく許認可の申請時に

おいても、データ連携により登記事項証明書の添付を不要とすることが可能となるよ

う、手続の簡素化の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

こと。 

二 公的基礎情報データベース整備改善計画の作成及び同計画に基づくデータ連携の拡

大に際しては、保有個人情報の利用が野放図に拡大していくことのないよう、個人情

報保護委員会その他の第三者機関の関与の在り方について検討すること。 

三 本法によってベース・レジストリの整備及び運用等をデジタル庁と連携して行うこ

ととなる独立行政法人国立印刷局及び独立行政法人情報処理推進機構に対しては、新

たな業務を十分に実施できるよう、必要な支援を行うこと。 

四 国の情報システムの運用に際しては、マイナンバーと個人情報のひも付け誤りを始

めとする個人情報の漏えい事案を起こさないよう、作業時間を十分に確保するととも

に、誤操作の発生を前提としてあらかじめ対策を講ずるといったフールプルーフやフ



ェイルセーフの考え方を徹底するなど、万全を期すこと。 

五 移動端末設備用電子証明書及びカード代替電磁的記録については、我が国で利用さ

れているスマートフォンの機種に広く搭載できるよう、関係事業者との協議を加速化

すること。また、将来的にマイナンバーカードを物理的なカードとして発行し続ける

ことの必要性について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

六 移動端末設備用電子証明書又はカード代替電磁的記録が搭載されたスマートフォン

の譲渡、機種変更、紛失等に際して、電子証明書等が悪用されることのないよう、こ

れらについて迅速かつ確実な失効等がなされるよう措置を講ずること。 

七 オンライン資格確認等システムを利用する医療機関等がスマートフォンに対応でき

るよう、必要な支援の在り方について検討を行うこと。 

三、参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員長報告（令和六年五月

三一日） 

○磯崎仁彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生及びデジタル

社会の形成等に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、データの品質の確保、公的基礎情報データベースの整備等の推進、移動

端末設備を用いたマイナンバー等の確認のための仕組みの創設等の措置を講じようとす

るものであります。 

 委員会におきましては、公的基礎情報データベースの整備の在り方、マイナンバーカ

ードの機能の移動端末設備への搭載の推進、マイナンバーカードの偽造対策、行政手続

のオンライン化の推進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御

承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の伊藤委員より反対の旨の意見

が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年五月二九日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 国民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、行政機関等に

おける更なるデータ連携を推進するとともに、他の法令に基づく許認可の申請等の行

政手続においても、登記事項証明書の添付をデータ連携によって不要とすることが可

能となるよう検討し、必要な措置を講ずること。 

二 公的基礎情報データベース整備改善計画の作成及び同計画に基づくデータ連携の拡

大に際しては、行政機関等が保有する個人情報の利用が際限なく行われることのない

よう配慮すること。また、その適正な利用を確保するため、個人情報保護委員会その



他の第三者機関の関与について検討すること。 

三 本法によってベース・レジストリの整備及び運用等をデジタル庁と連携して行うこ

ととなる独立行政法人国立印刷局及び独立行政法人情報処理推進機構に対しては、新

たな業務を十分に実施できるよう、必要な支援を行うこと。 

四 国の情報システムの運用については、マイナンバーと個人情報のひも付け誤りを始

めとする個人情報の漏えい事案を起こさないよう、誤操作等の発生を前提としたフー

ルプルーフやフェイルセーフの考え方を徹底し、十分な作業期間の確保等、必要な対

策をあらかじめ講ずるなど、万全を期すこと。 

五 偽造されたマイナンバーカードの券面を用いた成り済ましを防ぐため、対策の周知

徹底を図るとともに、厳格な本人確認の確保に必要な措置を早急に講ずること。 

六 マイナンバー制度による情報連携については、添付書類の提出等を省略できる行政

手続を情報連携により事務処理することが、国民の利便性の向上や行政運営の効率化

等につながることに鑑み、その実施状況を把握するとともに、地方公共団体の実態に

合わせて適切な助言を行う等、実施の推進に必要な支援を行うこと。 

七 移動端末設備用電子証明書及びカード代替電磁的記録については、我が国で利用さ

れているスマートフォンの機種に速やかに幅広く搭載できるよう、関係事業者との調

整を加速化すること。 

八 移動端末設備用電子証明書又はカード代替電磁的記録が搭載されたスマートフォン

の譲渡、機種変更、紛失等に際して、電子証明書等が悪用されることのないような措

置を講ずるとともに、失効等に必要な手続等について利用者等に丁寧かつ分かりやす

い説明・広報を行うこと。 

九 オンライン資格確認等システムにおけるスマートフォンの利用については、医療機

関等が円滑に対応できるよう、情報の周知に努めるとともに、必要な支援の在り方に

ついて検討すること。 

十 次期マイナンバーカードの券面の検討に当たっては、臓器提供意思表示欄が読みや

すいもの及び記入しやすいものとなるよう配慮すること。 

十一 将来的にマイナンバーカードを物理的なカードとして発行し続けることの必要性

について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

  右決議する。 

 


